
 
『ユニバーサル就労ネットワークちば』では 

 一緒に働く仲間を募集しています！！   

興味のある方、ご応募・ご紹介ください！ 

 

事業所 千葉県ダイバーシティ就労モデル事業 

募集 

職種 

相談員・就労支援員（正規職員または契約職員） 

【急募！】 

勤務先 

千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304 
千葉モノレール「葭川公園駅」より徒歩 5分 

京成線「千葉中央駅」より徒歩 7分 

JR総武線等・京成線「千葉駅」より徒歩 15分 

仕事 

内容 

ダイバーシティ就労モデル事業の相談員・就労支援員を募集しています！ 

 

さまざまな働きづらさを抱える方の就労に向けた相談をお受けします。 

障害のない方を対象に、障害福祉サービス事業所での就労訓練を利用調整

し、利用後のモニタリングへの同席、支援計画の作成など、全般的なマネジ

メントを行います。 

千葉県内の障害福祉サービス事業所や各種相談窓口の相談員と一緒に、就労

に向けた話し合いや支援を行います。 

 

公的な制度化を目指し、日本財団と千葉県の助成金補助金によるモデル事業

です！全国でも先駆的で稀な事業です！ 

これまでの制度では支援ができなかった方、制度のはざまにある方などに寄

り添いながら、伴走支援を行います。 

 

事業内容については以下の日本財団・千葉県のサイトをご覧ください。 

https://work-diversity.com/ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/seisaku/hatarakidurasa.html 

 

新しい支援の発見へと繋がる事業にピンと来た方はぜひご応募ください。 



必要な 

経験等 

・未経験の方でも応募できます！ 

・PC基礎レベル（Office での文書やリスト作成スキル）必須 

・（歓迎）社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、心理カウンセラー等 

・（歓迎）普通自動車免許所有 

給与 

【正規職員】月給 265,000 円～305,000 円 ※資格手当 2万円含む 

【契約職員】時給 1,200 円 ～ 1,500 円 

 
※賃金は経験を考慮します。 

※賞与あり。契約職員は経営状況による。 

※正規職員の場合、相談業務経験等を考慮させていただきます 

手当 

・資格手当：【正規】月額 10,000 円～25,000 円 

【契約】時給に最大 180 円加算 
※支給額は資格により異なります。 

・住宅手当 最大 20,000 円（正規のみ。年齢による申請条件あり） 

就業 

時間 

・８：３０～１８：００のうち８時間（休憩６０分） 

・週５日勤務 

※原則、土日祝日・年末年始はお休み 

福利 

厚生 

 

昇給年 1回 

各種社会保険（雇用・健康・労災・厚生年金) 

各種手当（時間外・休日・年末年始・資格手当他） 

永年勤続表彰（勤続年数ごとに表彰し、金一封授与） 

資格取得支援制度 

予防接種代補助・業務関連補助給付金 

退職金制度・共済制度・福利厚生サービス（リロクラブ） 他 

その他 

※当求人は生活クラブ風の村での採用となり、採用と同時にユニバーサル就

労ネットワークちばへの出向となります。 

※入職日は事情に応じて対応いたしますので、ご相談ください。  

※契約職員は正規職員への登用機会あり（諸条件あり） 

運営 

法人 

『社会福祉法人生活クラブ風の村』を母体とする『ＮＰＯ法人ユニバーサル

就労ネットワークちば』にて運営をしています。 

それぞれの法人の強みを持ち寄って幅広い相談支援を実践しています！ 

法人ホームページ⇒ https://uwnchiba.net/ 

応募 

方法 

ご応募・お問い合わせはGoogleフォームよりお願いします。 

 

https://forms.gle/icYzVnUP96Mtswap9    

                   QRコード⇒ 
 

気になることなどお気軽にお問い合わせください！ 

 

https://uwnchiba.net/
https://forms.gle/icYzVnUP96Mtswap9


      
働きづらさを抱える人を対象にした就労支援モデル事業 

     （日本財団助成事業・千葉県補助事業） 

ダイバーシティ就労モデル事業 inちば 
当事業は、働きづらさを抱える方を対象とした 

新しい就労支援モデルをつくる事業です 

こんなお悩みはありませんか？ 

働くことに自信がない 
ひきこもり状態にある 

コミュニケーションが苦手 

働いた経験がない・ブランクが長い 
仕事に就いても長く続かない 

病気や体調で働くことに不安がある 

 

さまざまな理由から「働きたいのに働けない」状況にある方へ 

一般就労に向けて、働き続ける力を身につけるため、 

障害福祉サービスの就労支援事業所に通いながら 
実際に働いたり、仕事に向けた訓練を行う事業です 

事 業 内 容 
対 象 者： さまざまな働きづらさを抱える方で、働きたい・働くための 

力を身につけたいという意思のある方 

※障害者手帳や障害福祉サービス受給者証のある方は、障害福祉 

サービスを利用できるため、対象外となります 

 

実施場所： 障害福祉サービス事業所 
（就労移行支援事業所、就労継続支援（A型・B型）事業所） 

         ※障害のある方が利用する事業所に通所していただきます 

 
利用期間： 原則、１ヶ月～６ヶ月間  

 
支援体制： サービス事業所と、ご本人に伴走支援する支援機関と実施 

※ご本人への就労支援は、サービス事業所・支援機関の方々が 

中心になって実施します 

ダイバーシティ就労マネジメントセンター 

TEL： 070-1274-4056（９時～１７時） 
メール： dw@uwnchiba.net  

ご相談 

お問合せ 

令和 

７年度版 

運営：特定非営利活動法人ユニバーサル就労ネットワークちば 
〒260-0013 千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央ビル 304 

mailto:dw@uwnchiba.net


ダイバーシティ就労 利用の流れ 

 

 

障害福祉サービス事業所の特徴 
 

 

 

 

相談受付

•ご本人または支援機関よりご連絡下さい
「仕事が続かない」「仕事が決まらない」「働く自信がない」「働くための訓練を
受けたい」「障害ではないが体調不良などでうまく働けない」など

初回面談

•ダイバーシティ就労担当との面談（※履歴書持参）
※お住まいの地域の支援機関・支援者にも同席していただいて面談をします

•事業を利用する効果や本人の希望を踏まえて、検討します

•希望する内容を確認し、事業所の見学調整などを進めます

見学

•登録された障害福祉サービス事業所等にて、利用に向けた見学を行います

•見学後、体験利用を行うかどうかを検討します

体験

•原則、３日間～５日間ほど体験を行います

•体験終了後、振り返り面談を行い、本利用するかを検討します

本利用

•目標と活動内容、予定利用期間を確認し、活動計画を作成します

•各サービス事業所との利用について手続きをとります

振り返り

•ご本人、支援機関、サービス事業所、ダイバーシティ就労担当の４者で振り返ります
（モニタリング）

•活動状況を確認し、今後の方針を決めます

利用終了

•就職が決まるなど、進路が決まった場合は終了となります
「仕事が決まった」「自分に合った働き方がみつかった」
「自分なりのキャリアプランができた」 など

•利用期間満了や利用希望がなくなった場合も終了となります

 

●短時間から始められる 

●工賃が支払われる（平均月収１．５万円） 

●雇用契約は結ばない 

・内職（箱の組み立て、袋詰め） 

・農作業（野菜の袋詰め、草刈り） 

・PC作業（データ入力） 

・接客業（パン屋、カフェ）、調理補助 など 

 

●一般就労に近い形でトレーニングできる 

●就労時間は短い（4、5時間程度） 

●雇用契約を結ぶ（平均月収８万円） 

・PC作業、インターネット出品の準備 

・ボールペン組み立て 

・倉庫作業 

・宅配弁当調理補助      など 

就労継続支援 A型 就労継続支援 B型 

 

●支援プログラム（作業や座学など）を通して、自分の適性や強み、興味関心を見つけ出す 

●資格取得、企業見学、職場体験などを通して、具体的な就職活動へのステップを踏む 

●賃金は発生しません 

就労移行支援事業所 


